
	
衣浦港・三河港における船舶給水・上屋等利用許可申請について

愛知県管理の衣浦港・三河港における船舶給水・上屋等利用許可申請書は、以下により当協会あてに提出してください。
2025年12月１日（月曜日）から電子メールによる提出に対応します。電子メールを送信された方は、受付時間内に到着確認の電話連絡をしてください。

１　対象手続・様式
（１）上屋・水面木材整理場・貯木場利用許可申請
様式第1（その5）上屋等利用許可申請書 [Excelファイル／40KB]
（２）船舶給水利用許可申請
様式第1（その7）船舶給水利用許可申請書 [Excelファイル／30KB]

２　提出方法
（１）電子メールによる提出
　　　電子メールに申請書様式を添付して送信してください。受付時間内に到着確認の電話連絡をしてください。
（２）紙文書による提出（窓口・郵送）

２　申請書送付先・連絡先
（１）衣浦港（碧南市、半田市、武豊町の区域内）
公益財団法人愛知県都市整備協会 衣浦港事務所
〒475-0831 半田市十一号地1－1（愛知県衣浦港務所内）
電子メール　kinuura-port@aichi-toshi.or.jp
電話（ダイヤルイン）0569-21-7035
業務携帯 090-6331-4949

（２）三河港神野地区（豊橋市の区域内）
公益財団法人愛知県都市整備協会 三河港事務所
〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町3－9（愛知県三河港務所内）
電子メール　toyohashi-port@aichi-toshi.or.jp
電話（ダイヤルイン）0532-31-4709
業務携帯 080-5106-5466

（３）三河港蒲郡地区（蒲郡市の区域内）
公益財団法人愛知県都市整備協会 三河港事務所 蒲郡駐在
〒443-0036　蒲郡市浜町4-2（愛知県三河港務所蒲郡出張所内）
電子メール　gamagori-port@aichi-toshi.or.jp
電話（ダイヤルイン）0533-69-5381
業務携帯 080-5106-5554

３　電話受付時間
土日祝日及び12月29日から１月３日を除く
（県の休日に関する条例（平成元年愛知県条例第４号）の規定に準じます）
午前９時から午後５時15分まで(正午から午後１時を除く)





